








































































































































































































































































































































































































































藤原:労働協約による労働条件の不利益変更の目的逸脱性と組合内部手続の適正性

利益が他の職員と比較して特に大きかったとはいえないため，本件が少数者

の不利益変更の事案といえるかどうかは不明で、ある)。

(4) ところが，本判決では，原審とは異なり，適正手続の形式的な遵守

のみに着目して，本件では意思形成過程において Xが意見を表明する場が

確保されていたこと，さらに本件協約が圧倒的多数の組合員により承認され

たことの 2点をもって， I意思決定過程の公正さを疑わせるに足りないJと

判断した。原審で注目された， Xにより 3回にわたり提出された申入書に対

する A組合のほぼ無反応な対応についても，ほとんど考慮されていない。

かかる判断および結論は，これまでの裁判例からみれば，大会等への Xの

参加の事実が認められる本件では尚更その傾向に従うもので、あったと評価で

きるであろうが，多数決原理とは，そこに至るまでの過程において，マイナ

リティであっても自己の見解を多数意見と同等に主張できる状況が存在して

初めて組合民主主義を支える意思決定手段となりうるものであり，また，適

正手続の意義は，労働組合が意見集約過程において個々の組合員の意思の実

質的対等性を実現することにあるとすれば， Xへの配慮は形式的なもので足

りるとした本判決は，労働協約が規範的効力を有する根拠となる手続の適正

性に対する判断としては，原審と比較して数歩後退したものと言わざるを得

ない。

4 変更協約の内容の合理性(判旨II3，4)

最後に，本判決における労働協約の内容審査の是非について若干の検討を

加えておく。本判決では，①本来の事業遂行のために経費削減の検討が不可

避であったこと，②原告の退職金削減幅は他の職員と比較して相対的に小さ

いこと，③変更後の退職金指数が，母体組織である職員や地方，国家公務員

と比較しでもなお同等もしくは高いことを理由に，変更の合理性および必要

性につき審査をクリアさせている。①は赤字化の進行の深刻さがどの程度の

ものなのか具体的説明がなく，②についても，協約変更の1年半後に退職し

たXが，他の職員と比較して不利益(退職金額)にどの程度の差があるの

かは，他の職員の年齢構成や定期昇給の割合も明らかにされていないため不

明であり，さらに，③については，たとえ Yの運営費が加入者の保険料と

つ臼



，よ、準館法学第10}j-

国家予算の半々からなるものとしても，少なくとも団体としては全く別組織

である東京都や国家公務員の退職金支給月数に連動させるべきとすることは，

労働条件の急激な切りドげの相応の根拠とはならないであろう。また，公務

員との平均賃金との差額がいかほどのものなのか明確にされていないことに

より，実際の退職金額にどの程度の差があるのかも不明である。これらのこ

とから，本件における退職金の大幅な減額が行われた理由に決定的なものは

なく，改定協約の内容の合理性や変更の必要性があったとは判断できない。

したがって，この点からも，本判決の結論には賛成できない。

*なお，原審の評釈として，水町勇一郎・ジ、ユリスト 1357号 (2008.6.1)172 

頁以下がある。
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裁判員裁判の実施を控えて

志皐館大学裁判員模擬裁判の取り組み一一

志皐館大学法学部

江崎一朗・近藤 諭
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8 被告人質問
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12 講 評
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14 模擬裁判傍聴者に対するアンケート結果
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写真 1 志皐館大学で行われた裁判員模擬裁判の様子

筆者(江崎)撮影

1 模擬裁判当日

2008年11月23日(日)の天気は，あいにくの小雨模様となり，気温は約120C

で，ここ鹿児島では肌寒い一日となった。この日は，学園祭“銀杏祭" 2日

目で，裁判員模擬裁判の実施日である。模擬裁判は志撃館大学コスモスホー

ル4階で実施され，会場は銀杏祭来場者の一般市民を中心に，およそ200名

程度の傍聴者があり，会場内の気温は約220Cであった。会場には，模擬裁判

を行うための特設ステージが事前に設けられ，模擬裁判開始前から熱気と緊

張感に包まれた。

この志皐館大学裁判員模擬裁判は，鹿児島地方裁判所，鹿児島地方検察庁，

鹿児島県弁護士会および志皐館大学の共催のもと，鹿児島県，鹿児島県教育

委員会，霧島市，霧島市教育委員会，南日本新聞社， NHK鹿児島放送局，

MBC南日本放送， KTS鹿児島テレビ， KKB鹿児島放送， KYT鹿児島読売

テレビ， MCT南九州ケーブルテレビネットによる後援を得て実施されたも

のである。
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2 裁判員法

そもそも裁判員裁判は， I裁判員の参加する刑事裁判に関する法律J(平成

16年法律第63号)が2004年 5月21日に成立，同年 5月28日に公布されたこと

により，実施されるものであり， Iこの法律は，国民の中から選任された裁

判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解

の増進とその信頼の向上に資することJ(第 1条)をその趣旨とするもので

ある。この制度は， 2009年 5月21日にスタートすることが予定されており，

同日以降に起訴された，一定の重大な刑事事件が対象となり，裁判の審理や

判決に一般の国民が参加する仕組みをもつものである。アメリカ合衆国のい

わゆる陪審員は，有罪無罪の判断のみを行い，どれだけの刑罰を付与するの

かという量刑の判断については，裁判官が行うのに対して，わが国の裁判員

は，裁判官とともに有罪無罪の判断だけではなく，量刑をも判断しなければ

ならない。

裁判員裁判は，一般に裁判官 3名と裁判員 6名によって判決が下されるが，

今回の模擬裁判の裁判官役 3名には鹿児島地方裁判所の現職裁判官 3名が務

め，裁判員役 6名には，一般市民 3名，高等学校教員 2名，鹿児島女子短期

大学教員 1名が務めた。また，検察官役と弁護人役は志撃館大学学生が務め，

被告人役と被害者役は志皐館大学教員が務めた。

3 模擬裁判開廷

さて，会場では模擬裁判の実施に先立つて，模擬裁判実行委員長から，い

わゆる“裁判員裁判"の概要，本日の予定などの説明が行われた。模擬裁判

開始予定時刻の午前11時過ぎ，裁判官および裁判員が入廷し，裁判長から裁

判員裁判及びその意義などについての説明が傍聴者及び裁判員に対して行わ

れた。また，裁判員裁判は刑事裁判に適用されることから，刑事裁判に関す

るいくつかの基本的な事項についても裁判長から説明が行われ，今回の裁判

員裁判が扱う“DV殺人未遂事件"裁判がようやく開廷した。

模擬裁判当日は，午前の部を第 1部とし，開会の挨拶から始まり，スケジュー
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ル等の説明，裁判官・裁判員の入廷，裁判長による裁判員の職務等について

の説示に続き，開廷，冒頭手続，証拠調べ手続，証人尋問，被告人質問，検

察官質問，弁護人弁論及び、被告人最終陳述が行われ，午後の部を第 2部とし，

公開による評議を中心に，判決，裁判官・検察官・弁護士による講評及び質

疑応答が行われた。

4 事件の概要

起訴状朗読からはじまり，霧島

玲子(仮名きりしまれいこ・被告

人)に対する黙秘権の説明がなさ

れ，検察官による官頭陳述，弁護

人による冒頭陳述へと移り，検察

官による証拠調べが行われた。

事件の概要は以下の通りである。

被告・霧島玲子は，夫・諭(仮名

さとる・被害者)，長女・すみれ
写真2

(仮名・小学 5年生)と暮らしていた。被告人は夫から日常的に DV(ドメ

ステッイクバイオレンス・配偶者暴力)を受けていた。犯行当日，被告人は，

被害者に長女の中学進学について相談を持ちかけたが，被害者は全く相手に

せず，逆に顔面を打撲するなどの激しい暴行を加えた。恐怖と怒りから被告

人は，とっさに台所から刺身包丁を取り出し，被害者の右脇腹を刺したもの

である。

5 冒頭陳述

a)検察官による冒頭陳述

検察官による冒頭陳述は以下の通りである。被告人は，被害者である霧島

諭と結婚し本件犯行時は，住所地において 2人の聞にもうけた長女すみれ

(公立小学校 5年生)と共に 3人で暮らし，前科はなかった。そして，本件
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江崎・近藤 裁判員裁判の実胞を控えて

犯行当日，かねてより気にかけていた長女の学習塾のことについて，夫であ

る被害者に相談を持ちかけたが，全く相手にされず，思わず被害者をなじっ

たところ，これに怒った被害者から顔面を殴打されるなど，激しい暴行を受

けたため，憤激し， p出嵯に被害者を殺してしまおうと考え，台所から刺身包

rを取り出し，同包丁で被害者の右協腹を刺す本件犯行に及んだと，検察官

は主張した。

b) 弁護人による冒頭陳述

これに対し行われた，弁護人による冒頭陳述は以下の通りである。被告人

は，本件犯行以前にも，被害者からしばしば暴行を受けており，それは，い

わゆる DV・家庭内暴力であって，時には病院へ通うような暴力も受けてお

り，そのため，被害者は徐々に被害者に対する怒りを欝積させていた。また

被害者は，本件犯行当日も，被害者から顔面が腫れ上がるほどの激しい暴力

を受けていた。被害者は長女の中学進学問題にもまともに話そうとせず，こ

れを非難した被告人に急に暴力を振るってきたのである。そのため，被告人

は絶望し，日出嵯に被害者を殺してしまおうと考え，本件犯行に及んだもので

あると，弁護人は主張した。

6 証拠調べ

a)検察官による証拠調べ

写真 3

ついで，検察官による証拠調べ

が行われた。証拠番号 1の診断書

には，被告人が刺した包丁が，被

害者の右背中下部から右脇腹に深

さlOcm程度刺さり，小腸を傷つ

け，入院 2ヶ月，全治 6ヶ月を要

する腹部刺傷の傷害を負った旨が

記載されている。

同じく，証拠番号 2の実況見分
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調書では，犯行現場であるダイニングキッチンの状況が示され，被告人が被

害者を刺した行為を再現した写真，犯行現場付近の見取図が添付されていた。

証拠番号 3は，被害者である霧島諭の検察官に対する供述調書である。こ

こでは，これまでの被告人との関係，犯行当日の状況，現在の被害感情など

について述べられている。被害者はこの供述調書の中で「私と妻とは職場で

知り合い，平成 7年に結婚し，その後に長女を授かりました。長女が小学校

低学年の頃までは夫婦関係も悪くありませんでしたが，長女が高学年になる

と，妻が長女の進学問題に強い関心を持つようになり，時には妻に手を上げ

たこともありました。」と述べ，犯行当日の状況については「この日は日曜

日であり，私がビールを飲みながらのんびりしていると，妻は私の邪魔をす

るように色々と言ってきました。面倒臭いので私はあまり相手にしていなかっ

たのですが，そのうち妻が『最低の父親ねJと言ってきたため，思わずかっ

となり，妻の顔面を拳骨で殴るなどの暴行を加えました。妻の顔面が腫れて

きたのでやり過ぎたかなと思い テーブルに戻り残っていたビールを飲み干

し，次のビールを飲もうと冷蔵庫に行ったところ，突然右脇腹に強い衝撃を

感じました。後ろを振り向くと妻が私の右脇腹を包丁で刺していました。そ

の後のことは覚えておらず，意識が戻ったのは病院のベッドでした。」と述

べ，また，現在の被害感情については「医者たちの話によれば，私は失血の

ため一時危篤状態に陥ったとのことなので 妻にはもちろん良い感情は持っ

ていません。また，私の両親はすぐにでも離婚しろとか，損害賠償請求すべ

きだなどと，怒っています。しかし，今は長女が受験期であり，また思春期

でもあるため，長女のことを考えると，どうしたら良いか結論がつかない状

況です。」と述べている。

証拠番号4は，証拠物の刺身包丁である。この際の被告・霧島玲子の意気

消沈した表情が印象的であった。

b)弁護人による証拠調べ

ついで，弁護人による証拠調べが行われた。弁証拠番号 1は被告人が被害

者に宛てた謝罪文であり，被告人が本件犯行について反省しているといった

心情が述べられている。いわく「今振り返ると，あのとき，もっと冷静に話
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し合えなかったことを後悔しています。私としては，あなたに相談に乗って

ほしかっただけなのです。私一人では決断がつかなかったもので。すみれの

様子はどうですか。母親がこんな事をしてしまったこと，そしてあのような

現場を見てしまったこと，大変な衝撃を与えてしまったこと，本当に申し訳

なく d思っています。受験の事を始め，すみれの事をくれぐれもよろしくお願

いします。これから一生をかけて償っていきたいと考えています。霧島玲子」。

弁証拠番号 2の全治 1週間の診断書は，以前に被告人が被害者に暴力を振

るわれて病院に行った際のもので，弁証拠番号 3の全治 2週間の診断書は，

本件犯行直前に振るわれた暴力によるものである。いずれも顔面打撲等の診

断名である。

7 証人尋問

次に，夫・諭に対する証人尋問が行われた。夫には夫の言い分があり，被

告・玲子の夫・諭に対する態度の問題が主張された。また，裁判官による夫・

諭に対する尋問が行われたが，この裁判官による尋問は，台本なしのアドリ

ブであり，酒の勢いであったこと，妻・玲子に対するこれまでの暴力行為の

事実などについて，被害者の迫真の演技により行われた。

8 被告人質問

続いて，被告人質問が行われた。夫・諭による妻・玲子に対する暴力行為

についての具体的な内容，長女・すみれの私立中学校進学の悩みなどが語ら

れ，事件当日，これまでに経験したことがないほどの暴力行為を夫・諭から

受けたことなどが語られた。ついで検察官による被告人質問が行われた。そ

れは，命の危険を感じるほどの暴力行為に対して，妻・玲子に殺意があった

かどうかが質問の中心であった。

その後，被告人に対する裁判官及び裁判員による台本なしの尋問が行われ，

答えることの困難な質問に対して，冷静に的確な答弁が為された。裁判員も

市民の立場から積極的に質問が行われた。模擬裁判の練習は連日行われたが，
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裁判官及び裁判員は，この練習には参加してはおらず，したがって，いかな

る質問が為されるかは予測不可能である。この予測不可能な質問に対して冷

静で的確に答えなければならなかったが，十三分にその役割を呆たしたと思

われる。

9 弁論

a)検察官による論告及び求刑

その後，検察官及び弁護人による弁論が為された。まず，検察官による論

告は以下の通りである。

事実関係として，被告人の本件犯行については，取り調べられた証拠によ

り明らかである。本件犯行は極めて短絡的であり，また，犯行の様態は，刃

の長さ約20cmの鋭利な刺身包丁でいきなり背後から脇腹を力いっぱい突き

刺したという危険極まりないものである。被害者である夫は，一命を取り留

めたが，一時は失血のため，危篤状態に陥った。また，被害者やその両親の

被害感情は悪く，母が父を刺したなど，長女に与えた精神的衝撃も大きい。

このように論告した上で，検察官は，殺人未遂罪を適用し，懲役 6年に処

した上，刺身包丁を没収することが相当であると主張した。

b)弁護人による最終弁論

これに対し，弁護人は次の通り弁論した。本件の事実関係には争いはなく，

被告人は心から反省しており，再犯のおそれはない。本件犯行は偶発的なも

ので，計画性はなく，被告人は犯行後に必死に止血を試みており，被害者の

死を希望したものではなかった。本件犯行の原因は被害者の家庭内暴力・

DVである。娘の将来を心配するのは母親として当然のことであり，これに

対し，被害者は真剣にその相談に乗らなかったばかりか，被告人に対して，

顔がひどく腫れ上がるほど激しい暴力を振るった。このような被害者の態度

が今回の事件を引き起こした。これから中学進学を迎える長女にとっては母

親の存在が非常に重要である。

以上のように弁護人は弁論した上で，被告人に対しては，執行猶予をつけ
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た判決を要請した。そして被告人の最終陳述において，被告人である妻・玲

子による夫に対する反省の弁が述べられた。

10 評議

午後の部である第 2部では，“評議"が行われた。まず，本件の概要説明

が裁判官によって行われ，何が争点で，どのくらいの刑を課すかべきか，ま

た刑罰には，死刑，無期懲役，有期懲役などがあり，執行猶予は，前科がな

い場合などに適用され，釈放されることなどが説明された。

ついで、第 1部で為された論告，弁論等をもとに，評議が行われた。通常は，

別窒に移動して非公開で評議を行うが，本模擬裁判では，移動せずに， 30分

の休憩を挟んで、，同ーの教室で行われた。裁判員は，一般的には法律の知識

が少ないため，裁判官が裁判員に対して法律上の説明を行うことが必要であ

る。

11 判決

今回の事件は， 6ヶ月の肉体的傷害を生じたものであるが，殺傷の個所に

よっては，死に至る可能性も十分にあり得たものである。ある裁判員は刺身

包丁を使用しており，殺意があったと思われるとの意見が出された。短い時

間で，有罪か無罪かの判断は，ある程度可能であるとしても，具体的な量刑

となると，一般市民である裁判員は，その判断に困難さを感じているように

思われた。

通常，評議は，非公開で行われ，したがって多数の傍聴者の前では行われ

ず，自由に自分の意見を述べることができる。しかし，本裁判においては，

公開で行われるため，自由な意見の表明ができにくいことが考えられるが，

いずれの裁判員も活発な意見表明が為された。

評議に続き，判決が行われた。判決は，裁判官と裁判員の計9名の判断を

もとに多数決で行われるが，今回の判決は懲役3年，執行猶予 5年であった。
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12 講評

その後，現職検察官および現職弁護士による講評が行われた。検察官は，

自信をもって述べることが重要であると指摘した。また，現職弁護士による

講評では，刑事事件における昨今の厳罰化の傾向を指摘し，正当防衛の問題

や，今回の事件での酒乱的傾向の問題の指摘がなされ，また，裁判中におけ

るアイコンタクトの重要性などが指摘された。

13 質疑等

会場からの質疑もおこなわれ，初めての傍聴であること，量刑の判断の問

題，そもそも冷静に見ることが困難であることなどが指摘された。本学学長

による挨拶がおこなわれ，およそ午後 3時40分ごろすべて終了した。

この間，新聞等報道機関による取材を受けた。裁判員の守秘義務・個人情

報，裁判員として知り得た情報などに対して，模擬裁判実行委員長や本学学

長などに対して聴取取材が行われた。各報道機関は，この裁判員裁判に対し

て強い関心を抱いていることが窺われる 1。また，このことは，一般市民の

関心をも強いことを示しているように思われる。一般市民を中心に多数の傍

聴者を模擬裁判に迎えることができたことは，裁判員裁判に対する市民の関

心の高さの現れであろう。

なお，本文は江崎一朗が執筆し，模擬裁判傍聴者に対するアンケート結果

は近藤諭が執筆した。

14 模擬裁判傍聴者に対するアンケート結果

平成20年度においても，過去 2回実施された模擬裁判と同様に，傍聴者に

対してアンケートを実施した。質問項目は性別，年齢などのほか，模擬裁判

を傍聴しての感想，裁判員制度の導入への評価，自分が裁判に選出された場

合の意識などについて尋ねた。

回答数は71ケースで回答率は35.5%であった。回答者の属性として，半数
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以上 (54.9%)が学外者， 1O~20歳代の本学学生の年齢層を除き 30歳代以上

で43.7%を占め，性別では女性が63.4%を占めていた(図 2~ 4)。

まず，アンケートの集計結果をもとに，今回の模擬裁判を傍聴して抱いた

意識について確認していきたい。あわせて，今年度のアンケートは，昨年度

に実施したものと同じ質問項目も設定しであるため，比較して検討していく

ことにするら

表 模擬裁判を見ての感想，制度導入への評価，裁判員選出への意識(量的変数の記述統計値)

l槙提量判を見ての感想lI制度の導入についての評価l [自分が裁判員になったら1
全体感想 個人として 必要性 参加意欲 負担感 務め

平均値 4.7 4.0 3.9 3.9 4.6 5.5 

中央値 5 4 4 4 5 6 

標準偏差 1.0 1.3 1.2 1.6 1.4 0.8 

最小値 1(つまらなかった) 1(強く反対) 11まった(必要ない)1(進んで事加したい)1(負担li感じない) 11大変なことだと思う)

最大値 6(楽しかった) 6(強〈賛成) 6(絶対に必要だ) 6(参加したくない)61とても負担に感じる)6(棄なことだと思うi

度数 有効 70 71 71 71 71 71 

無回答 1 。 。 。 。 。

まず，本模擬裁判を傍聴しての感想については，概ね好評であったといえ

よう。自由記述には複数回参加している旨の記述もあり，地域の関心の高さ

がうかがえる。裁判員制度の導入については，個人としての意識と制度につ

いての客観的な立場での必要性との両側面を尋ねている。これについては平

成19年度の模擬裁判傍聴者アンケートでも同じ質問をしており，平成19年度

の同項目の結果では， r個人としてjで平均値3.96(標準偏差1.27)，r制度の

必要性」で平均値3.92(標準偏差1.11)であったことと比較すると，それほ

ど変化は見られない。

次に，実際の裁判で自分が裁判員になったらどのように感じるかについて，

参加意欲，負担感，務めについての三つの側面から尋ねた項目では，平成19

年度ではそれぞれ，平均値(標準偏差)の順で， 3.6(1.61)， 4.28(1.43)， 5.29 

(0.93)であったことを踏まえると，平成初年度の結果で幾分数値が上昇し

ている。参加や負担感についてはやや消極的に傾き，反対に裁判員の責務に

ついては思うほど負担に感じられないといった意識上の変化は，ここ 1年余

りの書籍や報道機関などによる裁判員制度についての情報量の増加が要因に
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なっているのではないかと考えられる。

今回新規に設定した質問に，本模擬裁判の評議過程において議論のリード

役を果たしたとされる人物について印象を尋ねている。図 1で示されるよう

に，司会として意見の引き出しを促した裁判長が強く印象づけられる結果と

なった。裁判員制度のもとでは評議は非公開のため，実際の進行では模擬裁

判と異なる点もあると思われるが，法律的用語や判断，また量刑についての

判断を下す場面においては，どうしても裁判長や裁判官が市民に対して「説

得的」な立場をとらざるを得ないこともある。そのような言動が，傍聴者に

「主役」という印象付けを与える結果となったのであろう 40

図 1 裁判員が加わった話し合いの場での「主役」は誰だと思ったか。

9. 9， n ". "1..唱_23. 9 圃裁判員

9. 9ザ¥・・・h 口裁判長
ト、主圃園風 口裁判官
¥ '~ 口その他22.5¥' ，..， 
"-L ノ'33目 8 口無回答

回答者の属性については図 2から図 5に示したように，大学外，女性の傍

聴が目立つ結果となっている。

図2 所 属 図3 性別

2.8 1.4 

へ/、......-r、ー官・~・FT.hh832158 0 ・法学部

口人間関係学部
3352  

-男性

ロ教職員 ロ女性

54 口大学以外
63. 

口無回答

口保護者

図4 年齢 図5 開催情報入手手段

園10歳代

16532戸88f、~・F・・‘， 39附7 

口20歳代

45.1 [〆4イu冒島民1-4310 

-ポスター

口30歳代 口回覧板

ロ40歳代 口人づて

12 
口50歳代 口大学HP

.6 
ロ60歳代 口その他

ロ70歳以上 9.9 
口無回答
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これら回答者の属性(性別，年齢，所属)と先述の裁判員制度についての

意識の質問との聞に，統計的に有意な差はどれも見られなかった。これも，

前述のような裁判員制度を間近に控えて，制度内容についての情報の周知が

高まったことで，不安要素はあるとしても，現時点で明瞭な肯定や否定に偏

るほどの意識の差が，かつてほど見られなくなってきたことを示しているの

ではないかと考えられる。または，このような模擬裁判を複数回傍聴するこ

とで抵抗感が薄れてきたことも要因として考えられる。

模擬裁判はあくまで「模擬Jに過ぎない。今回ご協力頂いた裁判長と裁判

官こそ実際の法廷で裁判に携わる現職であるも，被告や証人，検察や弁護人

は本学所属の教員および学生である。このようなことを周知こそしていない

ものの，年齢構成をみても「模擬Jである雰囲気は完全に払拭することはで

きない。あわせて今回取り上げた事案が情状を考慮する余地のあり，かっ

「家庭内」で生じたものであることも，アンケート結果における意識のあり

かたに影響を及ぼしていることも考えられる。裁判員を務めることについて

の意識が5.5の平均値であることを見ても，およそ抵抗感を感じさせる案件

としての訴求力としては，弱いものがあったのかも知れない 30 あくまで仮

定に過ぎないが，これが殺人，特に，巷間報道される「無差別殺人」や，行

為に至る動機の推論が難しい事案であれば，裁判員としての務めに対する意

識も変わったものになるとも考えられる。

平成21年 5月に開始される裁判員制度の開始以降，裁判員法で扱われる限

りの様々な刑事事件が市民を交えた裁定の場に提示される。それは，被害者

の関係者や罪を犯した者と裁判員が相対する場でもある。制度が進むにつれ

様々な検討も加えられていくだろう。裁判員制度に対する市民の意識は，そ

のような経験を踏まえて，さらに実感を帯ぴたものになってくるであろう。

注

1 南日本新聞， 2008年11月24日(月): I実刑JI猶予」割れる・志拳館大で模擬裁判

朝日新聞， 2008年11月24日(月):大学で模擬裁判・法学部生が参加

2 本模擬裁判の感想や裁判員制度の導入，裁判員の負担感については，下記の項目

により 6件法での意識を得点化させる方法で質問した。
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今回の模擬裁判をみてどのように感じたか。

-全体をみていて

「楽しかった」の 6から「つまらなかった」の 1までの 6段階

裁判員制度の導入について

-個人としての意識

「強く賛成Jの6から「強く反対」の 1までの 6段階

.制度の必要性

「絶対に必要」の 6から「まったく必要ない」の 1までの 6段階

実際の裁判で，裁判官に選ばれたらどのように感じるでしょうか

・裁判員への参加意識

「進んで参加したい」の 6から「参加したくない」の 1までの 6段階

.裁判員の負担意識

「とても負担に感じる」の 6から「負担は感じないjの1までの 6段階

.裁判員の責務

「大変なことだと思う」の 6から「楽なことだと思う」の 1までの 6段階

また，文中で触れた平成19年度の志皐館大学裁判員模擬裁判の傍聴者アンケート

の結果については， r志拳館法学』第九号 (2008年3月，志撃館大学法学部)を参

照されたい。

3 本題材は，平成20年6月2日放送の NHKの「クローズアップ現代J<あなたは

人を裁けますか~裁判員制度まで 1年->で放映された模擬裁判でのものと，奇し

くも同ーの事例を用いている。放送では，鋭利な包丁を選んで持ち出した行為が評

議中での争点となり，実刑判決に至る合意形成の過程が取り上げられている。この

ような判決に至る過程を傍聴したのであれば，裁判員の務めに対する意識も，本学

模擬裁判でのケースとは相違したものになると考えられる。

4 裁判員制度における評議のコミュニケーション過程についての考察は，藤吉和史・

近藤 諭「裁判員制度の評議に関する予備的考察 鹿児島地方裁判所の模擬裁判を

題材に 」志撃館法学九号(志拳館大学法学部2008年， 153 -173ページ)，藤吉和

史・近藤 諭「裁判員制度の評議に関する検討一裁判員制度導入に向けた裁判のコ

ミュニケーション過程に関する考察一」九州法学会会報2008年(九州法学会， 13-

17ページ)を参照されたい。
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